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 Ⅵ-1 説明書 

  Ⅵ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書 

   Ⅵ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

    Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設） 

     

 Ⅵ-6 図面 

8.3 圧力低減設備その他の安全設備 

 8.3.1 真空破壊装置，ダウンカマ，ベント管及びベントヘッダ 

   ・第8-3-1-1-1図 圧力低減設備その他の安全設備に係る機器の配置を明示した図面（その１） 

   ・第8-3-1-1-2図 圧力低減設備その他の安全設備に係る機器の配置を明示した図面（その２） 

   ・真空破壊装置構造図  

    【昭和59年9月17日付け59資庁第8283号にて認可された工事計画の添付書類「第7-3-4図 

真空破壊装置構造図」による。】 

   ・ベントヘッダ及びダウンカマ構造図  

    【昭和59年9月17日付け59資庁第8283号にて認可された工事計画の添付書類「第7-3-1図 

ベントヘッダ及びダウンカマ構造図」による。】 

   ・ベント管及びベント管ベローズ構造図  

   【昭和59年9月17日付け59資庁第8283号にて認可された工事計画の添付書類「第7-1-12図 

ベント管及びベント管ベローズ構造図」による。】 
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4. 圧力低減設備その他の安全設備 

4.1 真空破壊装置 

名 称 真空破壊装置 

個 数 ― 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

真空破壊装置は，設計基準対象施設としてドライウェル圧力がサプレッションチェンバ圧

力より低下した場合に，圧力差により自動的に働き，サプレッションチェンバのプール水の逆

流及びドライウェルの外圧による破損を防止するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（真空破壊装置）とし

て使用する真空破壊装置は，以下の機能を有する。 

 

真空破壊装置は，発電用原子炉施設の安全性を確保する上で機器に作用する圧力の過度の

上昇を適切に防止するために設置する。 

系統構成は，想定される重大事故等時において，ドライウェル圧力がサプレッションチェン

バ圧力より低下した場合に，圧力差により自動的に働き，サプレッションチェンバのプール水

の逆流及びドライウェルの外圧による破損を防止できる設計とする。 

 

1. 個数の設定根拠 

真空破壊装置は，設計基準対象施設としてドライウェル圧力がサプレッションチェンバ圧

力より低下した場合に，ドライウェルとサプレッションチェンバの圧力を均一にしてドライ

ウェルの外圧による破損を防止するために必要な個数である 8個設置する。 

 

真空破壊装置は，設計基準対象施設として 8 個設置しているものを重大事故等対処設備と

して使用する。 

なお，真空破壊装置の必要個数についてはⅥ-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する

説明書」に示す。 
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4.2 ダウンカマ 

名 称 ダウンカマ 

最高使用圧力 
内 圧 MPa 

 

0.427（0.853） 

外 圧 MPa 

 

0.014 

最 高 使 用 温 度 

 

℃ 171（200） 

個 数 ― 64 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

ダウンカマは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時にドライウェルに放出される

蒸気をベント管，ベントヘッダ及びダウンカマを通してドライウェルからサプレッションチ

ェンバのプール水中に導き，蒸気を凝縮させるために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（ダウンカマ）として

使用するダウンカマは，以下の機能を有する。 

 

ダウンカマは，重大事故等対処設備として原子炉冷却材喪失時にドライウェルに放出され

る蒸気をベント管，ベントヘッダ及びダウンカマを通してドライウェルからサプレッション

チェンバのプール水中に導き，蒸気を凝縮させるために設置する。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

1.1 内圧 

設計基準対象施設として使用するダウンカマの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高

使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

 

ダウンカマを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子

炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

 

1.2 外圧 

設計基準対象施設として使用するダウンカマの最高使用圧力（外圧）は，Ⅵ-1-8-1「原

子炉格納施設の設計条件に関する説明書」の「4.2.1 圧力及び温度に関する設計条件」に

記載のとおり，ドライウェル内が負圧となる場合,ドライウェルとサプレッションチェン

バの差圧を 0.007MPa 以下に保つように真空破壊装置を設けており，ダウンカマの外面に

受ける最高の圧力は 0.007MPaとなるが，原子炉格納容器の最高使用圧力（外圧）に合わせ

0.014MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

ダウンカマを重大事故等時において使用する場合の圧力（外圧）は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，0.014MPa とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用するダウンカマの最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライ

ウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。

ダウンカマを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉

格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

3. 個数の設定根拠

ダウンカマは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時にドライウェルに放出される

蒸気をベント管，ベントヘッダ及びダウンカマを通してドライウェルからサプレッションチ

ェンバのプール水中に導き，蒸気を凝縮させるために必要な個数である 64個を設置する。 

ダウンカマは，設計基準対象施設として64個設置しているものを重大事故等対処設備と

して使用する。 



 

98 

 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1

-5
-7
 R
0 

4.3 ベント管 

名 称 ベント管 

最高使用圧力 
内 圧 MPa 0.427（0.853） 

外 圧 MPa 0.014 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

個 数 ― 8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

ベント管は，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時にドライウェルに放出される蒸

気をベント管，ベントヘッダ及びダウンカマを通してドライウェルからサプレッションチェ

ンバのプール水中に導き，蒸気を凝縮させるために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（ベント管）として使

用するベント管は，以下の機能を有する。 

 

ベント管は，重大事故等対処設備として原子炉冷却材喪失時にドライウェルに放出される

蒸気をベント管，ベントヘッダ及びダウンカマを通してドライウェルからサプレッションチ

ェンバのプール水中に導き，蒸気を凝縮させるために設置する。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

1.1 内圧 

設計基準対象施設として使用するベント管の最高使用圧力（内圧）は，原子炉格納容器

の最高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

 

ベント管を重大事故等時において使用する場合の圧力（内圧）は，重大事故等時におけ

る原子炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

 

1.2 外圧 

設計基準対象施設として使用するベント管の最高使用圧力（外圧）は，原子炉格納容器

の最高使用圧力（外圧）に合わせ 0.014MPaとする。 

 

ベント管を重大事故等時において使用する場合の圧力（外圧）は，重大事故等時におけ

る原子炉格納容器の使用圧力（外圧）に合わせ 0.014MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するベント管の最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウ

ェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

ベント管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

3. 個数の設定根拠 

ベント管は，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時にドライウェルに放出される

蒸気をベント管，ベントヘッダ及びダウンカマを通してドライウェルからサプレッション

チェンバのプール水中に導き，蒸気を凝縮させるために必要な個数である8個設置する。 

 

ベント管は，設計基準対象施設として8個設置しているものを重大事故等対処設備とし

て使用する。 

 

なお，ベント管の必要個数についてはⅥ-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説

明書」に示す。 
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名 称 ベント管ベローズ 

最高使用圧力 
内 圧 MPa 0.427（0.853） 

外 圧 MPa 0.014 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

個 数 ― 8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

ベント管ベローズは，設計基準対象施設としてサプレッションチェンバとベント管の熱膨

張による相対変位や地震相対変位を吸収するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（ベント管ベローズ）

として使用するベント管ベローズは，以下の機能を有する。 

 

ベント管ベローズは，重大事故等時においてサプレッションチェンバとベント管の熱膨張

による相対変位や地震相対変位を吸収するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

1.1 内圧 

設計基準対象施設として使用するベント管ベローズの最高使用圧力（内圧）は，原子炉

格納容器の最高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

 

ベント管ベローズを重大事故等時において使用する場合の圧力（内圧）は，重大事故等

時における原子炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPa とする。 

 

1.2 外圧 

設計基準対象施設として使用するベント管ベローズの最高使用圧力（外圧）は，原子炉

格納容器の最高使用圧力（外圧）に合わせ 0.014MPaとする。 

 

ベント管ベローズを重大事故等時において使用する場合の圧力（外圧）は，重大事故等

時における原子炉格納容器の使用圧力（外圧）に合わせ 0.014MPa とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するベント管ベローズの最高使用温度は，原子炉格納容器

（ドライウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

ベント管ベローズを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における

原子炉格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

3. 個数の設定根拠 

ベント管ベローズは，サプレッションチェンバとベント管の熱膨張による相対変位や地

震相対変位を吸収するために必要な個数である8個設置する。 

 

ベント管ベローズは，設計基準対象施設として8個設置しているものを重大事故等対処

設備として使用する。 
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4.4 ベントヘッダ 

名 称 ベントヘッダ 

最高使用圧力 
内 圧 MPa 0.427（0.853） 

外 圧 MPa 0.014 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

ベントヘッダは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時にドライウェルに放出される

蒸気をベント管，ベントヘッダ及びダウンカマを通してドライウェルからサプレッションチェ

ンバのプール水中に導き，蒸気を凝縮させるために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（ベントヘッダ）とし

て使用するベントヘッダは，以下の機能を有する。 

 

ベントヘッダは，重大事故等対処設備として原子炉冷却材喪失時にドライウェルに放出され

る蒸気をベント管，ベントヘッダ及びダウンカマを通してドライウェルからサプレッションチ

ェンバのプール水中に導き，蒸気を凝縮させるために設置する。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

1.1 内圧 

設計基準対象施設として使用するベントヘッダの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高

使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

 

ベントヘッダを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子

炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

 

1.2 外圧 

設計基準対象施設として使用するベントヘッダの最高使用圧力（外圧）は，Ⅵ-1-8-1「原

子炉格納施設の設計条件に関する説明書」の「4.2.1 圧力及び温度に関する設計条件」に

記載のとおり，ドライウェル内が負圧となる場合,ドライウェルとサプレッションチェン

バの差圧を 0.007MPa 以下に保つように真空破壊装置を設けており，ベントヘッダの外面

に受ける最高の圧力は 0.007MPaとなるが，原子炉格納容器の最高使用圧力（外圧）に合わ

せ 0.014MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

ベントヘッダを重大事故等時において使用する場合の圧力（外圧）は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，0.014MPa とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用するベントヘッダの最高使用温度は，原子炉格納容器（ドラ

イウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。

ベントヘッダを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子

炉格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

3. 個数の設定根拠

ベントヘッダは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時にドライウェルに放出され

る蒸気をベント管，ベントヘッダ及びダウンカマを通してドライウェルからサプレッション

チェンバのプール水中に導き，蒸気を凝縮させるために必要な個数である 1個を設置する。

ベントヘッダは，設計基準対象施設として1個設置しているものを重大事故等対処設備と

して使用する。 
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第8-3-1-1-1図

圧力低減設備その他の安全設備に係る

機器の配置を明示した図面（その１）
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ベントヘッダ

ダウンカマ
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島根原子力発電所　第２号機
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工事計画認可申請 第8-3-1-1-2図

圧力低減設備その他の安全設備に係る

機器の配置を明示した図面（その２）

ベント管

ベント管ベローズ
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